
＜各社人事への出産の届けについて＞

共済会出産お祝金は人事情報に登録された子が対象となります

申請は各社人事に届けを提出後、もしくは同時に届けを提出してください。

（退職後に出産予定の場合を除く）

自動的に入力されま

す
自動的に入力されます

内線がない場合は空白で構いませんが、右

の「外線」を必ず記入してください。

業務用携帯、個人携帯でも構いません。

（連絡がとりやすいものでお願いします）

自動的に入力されます
この「虫メガネ」をクリックすることにより検索部門を

ご自身で選択することもできます。
右の「虫メガネ」をクリックして

承認者（ご自身の上長）を選択し

てください。

申請後1～2ヶ月に商品券をお届けをします。

確実に受け取れるご自宅住所を入力してください。

帰省先でも構いません。ただし、勤務先は不可です。

退職予定のない方の申請は「出産後」に限ります。



①「申請」をクリックすることにより承

認者である上長に申請が送信されます。

②上長が承認することにより申請が完了

します。

＜退職後出産予定の方のみ添付してください＞

①「＋」をクリックしてください

（右のウィンドウが開きます）

退職後出産予定の方のみ母子手帳の添付が必要です

＜添付ファイルについてのお願い＞

・できるだけPDF形式でお願いします。

・写真の場合は「鮮明に」「台形にならないように」撮影してください。

・ファイルが不鮮明な場合は差戻しさせていただく場合もあります。

②「＋」をクリックして母子手帳のPDF

ファイルを選択してください。

③「開始」をクリック。


